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満観峰ハイキング

2015年11月21日 

満観峰にハイキングに行き、芋煮会をしてきました。出席者

10名とても良い天気で富士山もその他の景色も最高でした。

企画と準備の方、永田さんありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田さんの奥様も参加していただき、思い出話に花が咲きま

した。 

 

まちづくりセンターよりお知らせ 

2015年11月04日 

木造住宅の省エネルギー技術者講習会のお知らせ 

2020年の「省エネルギー基準適合義務化」に向けて、国土交

通省では、平成24年度より地域の協議会等と連携した「住宅

省エネルギー技術者講習会」を催しています。今年度も講習

会を開催します。ぜひご参加ください。 

詳しくはリンク先の資料をご覧ください 

■講習会案内・申込書 

http://www.shizuoka-kjm.or.jp/cms_contents/files/files0000081

0191.pdf 

●ホームページからお申込みいただけます 

 http://www.shoene.org/ 

【お問い合わせ・お申し込み】 

静岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会 事務局 

 （一社）富士山木造住宅協会 TEL：0545-35-3003 

 

 

静岡市消防局より消防局庁舎移転のお知らせ 

2015年11月20日 

静岡市消防局より「消防庁舎移転のお知らせ」についての案

内がございましたので、会員の皆様にお知らせいたします。 

平成27年11月24日（火）より新庁舎での業務となりますの

で、消防同意窓口での対応の際は、ご注意下さい。■静岡市 Ｈ

Ｐ 

http://www.city.shizuoka.jp/019_000007.html 

■案内チラシ 

http://www.shizuoka-kjm.or.jp/cms_contents/files/files0000088

1004.pdf 

お問い合せ先】 

静岡市消防局消防部査察課 消防同意係 

TEL：054-280-0144（11/24より） 

FAX：054-280-0147（11/24より） 
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静岡県宅地建物取引業協会より 無料合同相談会のお知らせ 

2015年11月30日 

（公社）静岡県宅地建物取引業協会より「くらしの無料合同

相談会」開催の案内がございましたので、会員の皆様にお知

らせいたします。 

詳細については、下記リンク先の資料をご参照ください。 

『くらしの無料合同相談会』 

日時：平成27年12月12日（土）10時30分～16時 

会場：ペガサート７階 大会議室 

相談内容：不動産・建築・耐震・税金・登記・年金・経営相

談・法律手続きなど 

申込方法：当日会場で受付 

 

◆案内チラシ 

http://www.shizuoka-kjm.or.jp/cms_contents/files/files0000086

6191.pdf 

◆相談会実施概要 

http://www.shizuoka-kjm.or.jp/cms_contents/files/files0000086

6190.pdf 

【お問い合せ先】 

 公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会 

 TEL：054-246-1511 

   

森みわさん ニュ-スレタ-  

2015年11月10日 

２）アメリカのDERs(Deep Energy Retrofits) ってなんだ？

（代表理事 森みわ） 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

鎌倉も紅葉して参りました。もうすっかり秋ですね。 

我が家では日曜日に煙突掃除をしまして、遂に薪ストーブシ

ーズンがスタートです。 

さて、今年最後から2番目のPHJメルマガの投稿は、私の嫌

いなアメリカ合衆国のお話です（笑）。 

アメリカの住宅って、ヨーロッパのそれと比べるとエネルギ

ーダダ漏れのイメージ、ありますよね？失礼ですが、アメリ

カって国内のエネルギーが不足したら、中東で戦争を仕掛け

て油田を占拠するだけなんじゃないかって、思っている方意

外と多いですよね。 

実はアメリカでは2009年の時点で、年間の総エネルギー消費

量の22％が住宅部門であったことを受け、国や州レベルで住

宅の省エネ化に向けて法規制を進めています。そしてアメリ

カの州の中で一番取り組みが進んでいるのがカリフォルニア

州だそうで、2020年までには既存建物の25％に関して、2008

年のレベルから70％のエネルギー削減を達成しようとしてい

ます。 

今日の投稿のタイトルのDERs (Deep Energy Retrofits)とは、

アメリカの打ち立てる省エネ政策のカッティング・エッジと

呼ばれており、既存建築の省エネ改修によって、エネルギー

消費量をなんと70％以上削減しようという試みなのです。10

～20%程度の削減であれば、特に難しいことでは無いと言わ

れてきましたが、“ディープ“というだけあって、気合が違いま

す。そこで始めて専門家の間でもパッシブハウスというキー

ワードが浮かぶことに。 

 

http://c.bme.jp/13/1506/318/3289 

 上記のリンクは、アメリカ合衆国の環境省の発注により

2012BerkeleyNationalLaboratory(http://c.bme.jp/13/1506/319/

3289)から発表されたケーススタディレポートで、カリフォル

ニア州の11の省エネ改修事例に関する報告及び分析となって

おります。レポートは321ページに渡りますが、最後に要約

がありますので、一部を私の和訳で紹介させて頂きます。 

 

（前略）パッシブハウス基準で求められるような高い気密性

能や断熱性能は、我々のような温暖な気候ゾーンで既存建物

のエネルギー消費量を半減させる目的のためには不必要であ

るとこれまで考えられてきた。しかしながら、パッシブハウ

ス的アプローチは居住者の自由な生活スタイルを守りつつも、

冷暖房エネルギーを大幅に減少させるためには非常に有効で

あることが証明された。比較的温暖な気候であっても、断熱

性能や気密性能によって、空調エネルギーを削減する事が出

来る一方、機械設備に頼った省エネ住宅モデルというものは、

往々にして不必要に複雑であり、上手く機能しない事もあり、

余計にコストがかかるだけでなく、程々の省エネ性能しか発

揮しない場合がある。オリジナルの設備コンセプトの類も問

題が多く、ことに太陽熱と暖房を組み合わせた温水システム

もわずかな効果しか発揮していないように見受けられる。こ

のレポート作成の目的は、今後DERsを推進していくための

助言となることであるが、既存の建築物の改修によって、70％

以上のエネルギー削減効果を求めるDERsにおいては、 

充填断熱を脱却した（付加断熱）仕様や漏気回数3.0回（C値

で言えば1．5相当）以下の気密性能、そして最高スペックの

窓、熱交換換気装置や省エネ設備、更に最低でも2kWの再生

可能エネルギーの搭載が必要である。（下略） 

如何でしょう、アメリカの本気度、皆さんに伝わりましたで

しょうか？ 

がんばれ属国ニッポン！？ 

最後に・・・。 

PHJ事務局＠鎌倉では、今週末に迫った国際パッシブハウス

デーのポスター＆チラシの発送を終え、物件見学申し込みを

頂いた皆様へ現地案内図等を送信する作業を開始いたしまし

た。私自身は今年は前沢パッシブハウスにおりますので、ま

だどこを見に行くか迷っている方は是非北陸新幹線でお越し

ください。施工工務店の協力により、黒部宇奈月温泉駅から

シャトルバスを準備しておりますので、足の無い方でもご参

加頂けます！ 
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 ママチャリ日本グランプリ 

2015年11月05日 

 

会員委員会の秋山さんからママチャリ日本グランプリのお知

らせがありました。 

秋山さん率いるチームが2016年1月9日（土）に富士スピー

ドウェイで行われる大会に参加されるそうです。志太建築士

会でチームを作って参加してみたらとの誘いがありました。 

参加してみたい方が大勢いれば集まって相談しましょう。11

月末が締切だそうですので、参加希望者は20日までに事務局

に一報ください。 

大会ホームページもあるので確認してみてください。費用は

すべて自己負担です。 

事務局 杉村 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          11月号編集担当 秋山 哲朗 


